
平成２５年度第４回

音更町介護保険事業等運営協議会議案
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議案第１号

地域密着型サービス事業者の指定について

介護保険法第７８条の２の規定による同法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型

サービス事業者及び同法第１１５条の１２の規定による同法第５４条の２第１項に規定する

指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定について、意見を求めます。

１ 概要

平成２５年８月２７日に開催した本協議会での審査の結果、平成２５年度音更町地域

密着型サービス事業予定者として選定された有限会社ひまわりから、平成２６年３月１

日付けで指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の

指定に係る申請がありました。

書類の審査及び現地調査（平成２６年３月６日実施）の結果、適当と認められること

から、地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に

ついて、音更町介護保険事業等運営協議会の意見を聴取しようとするものです。

２ 申請者

法人の所在地 士幌町字士幌西２線１６６番地１０

法 人 の 名 称 有限会社ひまわり

代表者の氏名 代表取締役 家常 行広

３ 事業所

事業所の所在地 音更町新通２０丁目１番地１

事業所の名称 グループホームこのは

サービスの種類 認知症対応型共同生活介護（要介護１～５の方）

介護予防認知症対応型共同生活介護（要支援２の方）

定 員 定員１８人（定員９人×２ユニット）

指 定 年 月 日 平成２６年３月２８日

施 設 の 概 要 構 造 木造地上２階建て

延床面積 ７３６.１７㎡



◇参考

１ 地域密着型サービスとは

高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活

を継続できるようにするため、平成１８年４月に地域密着型サービスが創設されました。

地域密着型サービスは、原則として、その市町村の被保険者のみが利用できるサービ

スで、市町村が指定・指導監督の権限をもっています。

２ 地域密着型サービスの種類

サービス 内 容 町内事業所数

定期巡回・随時対応型訪問 日中・夜間を通じ、定期巡回と随時の

介護看護 対応による訪問介護・訪問看護

夜間対応型訪問介護 夜間の定期巡回や通報による訪問介護

認知症対応型通所介護 認知症高齢者の特性に配慮したデイサ 1ヶ所

（※介護予防も設定） ービス （利用定員:12人）

小規模多機能型居宅介護 サービス拠点でのデイサービス・短期 2ヶ所

（※介護予防も設定） 宿泊及び居宅への訪問介護 （登録定員:各25人）

複合型サービス 小規模多機能型居宅介護＋必要に応じ

訪問看護

認知症対応型共同生活介護 認知症グループホームへの入居 1ヶ所（定員:9人）

（※介護予防も設定） 5ヶ所（定員:各18人）

地域密着型特定施設入居者 小規模の介護専用型特定施設への入居

生活介護

地域密着型介護老人福祉施 小規模の特別養護老人ホームへの入所 1 ヶ所（定員:29人）

設入所者生活介護

３ 音更町介護保険事業等運営協議会に意見を求める理由

介護保険法第７８条の２第６項の規定により、地域密着型サービス事業者の指定を行

うときは、「介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置

を講じなければならない」こととされており、音更町介護保険等の実施に関する条例第

２９条の規定により、音更町介護保険事業等運営協議会は「介護保険事業等の運営に関

すること」を調査審議することとされています。


